
                                     

第１７７回理事会並びに令和４年度支部長会合同会議の議事録 

 

記 

 

 

１．召集年月日：令和４年６月１１日 

２．開 催 日 時：令和４年７月１４日 (水)  午後２時～午後３時３０分  

３．開 催 場 所：愛知県自動車会館 第１会議室 

４．理 事 定 数：１７名 

５．出 席 理 事：別紙名簿のとおり１３名 

出 席 支部長：別紙名簿のとおり８名（内、理事兼任３名） 

 

６．議事の経過要領及び議案の議決の結果 

専務理事の司会により午後２時００分開会。 

  議事に先立ち専務理事より、本日の理事会には１３名の理事が出席してお 

り定款４５条を満たし当理事会は成立しています。また支部長については

８名（３名は理事兼任）が出席している報告があった。    

  冒頭、金原理事長の挨拶を行い、定款 48 条に基づき金原理事長が議長と

なって議案の審議に入った。 

 

・金原理事長挨拶 

 今年度も８期目となる理事長に承認して頂き、また本日は、理事・支部長

の皆様には合同会議にご出席いただき 誠にありがとうございます。新型コ

ロナウイルス感染症はまだ終息まで至っていませんが、社会経済活動は正

常化してきています。その一方でロシア軍によるウクライナ侵攻により燃

料、原材料、各種部品等の価格上昇や供給不足が起きており先行きが不透

明な状況です。また我が業界においても人材不足や事業承継問題など多く

の問題を抱えています。また、特定整備が施行され、先進全自動車の点検

に力を入れ差別化を図っていく必要があります。 

この厳しい状況下において個々の経営努力では解決出来ない課題に対して、

相互扶助の精神に基づき協同組合の連携の力を存分に発揮し課題解決を図

っていくことが重要であり、組合員の様々なニーズに合わせ支援を進めて

いきたいと考えています。最後になりますが、今日の会議が意義のある会

議となるよう皆さまのご協力をお願いします。 

それでは本日の審議よろしくお願いします。 

議 題 :  

「審議事項」 

１．賛助会委員の入会について 

日本通信株式会社（代表取締役：樽谷 亮） 

  所在地：兵庫県尼崎市東難波町５丁目 17-23 第一住建尼崎ビル４Ｆ 

  担当 ：名古屋営業所（部長：藤本
ふじもと

中元
ちゅうげん

） 



      名古屋市熱田区一番２-５１-７ 

  ＴＥＬ：052-304-8757 ＦＡＸ：052-304-8565 

主な事業：通信機器・ネットセキュリティ機器・サーバー・複合機緒 

     リース・販売・設置・工事・保守 

 

以上について、理事各位に諮ったところ、拍手多数により全員異議なく承認し

た。 

 

２．第 19 回通常総会の日程及び場所について 

・場所：名鉄グランドホテル 

・住所： 〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅１－２４ 

・令和５年５月２１日（日）ＰＭ４：００から仮予約中 

・懇親会（役員変更のため懇親会開催予定） 

 

以上について、理事各位に諮ったところ、拍手多数により全員異議なく承認し

た。 

 

「報告事項」 

３．中部車協連会議について 

  静岡車体整備協同組合が解散したことにより、中部車協連の関わりをどう

するかについて、理事長の考えを述べた後、理事・支部長に意見を求めた。 

（理事長） 

 ・静岡としては、解散した後、後振興会の会員となった中で、車体の勉強会

を作り、振興会としてではなく、自主的な形で中部車協連との関わりをモ

デルケースとなるよう考えている。 

・中部にとって４県での体制ではなく静岡を交えた体制作りが必要。 

・特定整備が施行され、今後車体協と振興会がより密接な関係を気づいてい

くことが重要であるため静岡との情報必要。 

（戸澤副理事） 

・関係者として、オブザーバー参加でも毎回出席するのは無理がある。 

 ・中部車協連の会則で参加資格がない団体は参加出来ない。しかし振興会の

中で車体部のような組織ができ、振興会側から車体業界を見ることにより、

気づかなかったものが見えてくる期待感がある。 

 （鈴木理事） 

 ・中部車協連の会則を見ないと判断出来ない 

 ・中部車協連の会則が日車協連の指示での作成でなければ、修正すれば良い 

 ・小さな組織で静岡を参加させて中部車協連 

 （兼松理事） 

 ・静岡が解散した根本的な理由はわからない。振興会に入会すれば良いので

はないか。 

・組合を脱退された側の中部車協連から、静岡と情報共有を図りたいという

のは筋が違うのではないか。 

 ・会則の第２条に中部管内の車体整備協同組合の理事長を持って組織する

となっているので静岡に車体協同組合が存在しないため、参加することは



できない。 

・各ブロックに会則があるので、日車協連の指示で作成したと考える。 

（加藤理事） 

・日車協連は全国の各ブロックをつくり理事を選出している。中部からは２

名理事を選出している。会則の２条で車体整備協同組合の代表者（理事長）

をもって組織するとあるので、静岡は当然資格がないのでこれ以上考える

必要は無い。 

（古田支部長） 

・静岡の考えは中部車協連と同関わりをもちたいと考えているのか。 

 

各位の意見の出そろった後、理事長から中部車協連の会則通りであれば静

岡県との関わりは持てないが、今後中部と繋がることができるようなこと

があれば検討していきたいとして検討は終了した。 

 

４．日車協連の動き 

 ・理事長から、日車協連の賦課金徴収方法の車両保有台数割りの不公平、お

よび今年度の高度化講習について説明があった。 

 

５．巡回健診 

専務理事より、配布された別紙「令和４年度前期健診日程・会場」につい

て説明があり、時間厳守等のお願いがあった。また、会場提供者への謝辞

があった。 

 

６．教育委員会・事業委員会の報告 

 

教育委員会 

今年度も車体整備士講習 

・後期 10 月から開催を予定している。近日中に車体整備士講習実施につ

いての案内を発信する。今現在受講希望者は 16 名です。近隣の知り合

いなど声かけをして、講習生募集の協力を願いしたい。 

・高度化講習年度末に実施予定 

岐阜三重の講習開催の後カリキュラムなど岐阜三重の実施状況をみなが 

ら実施する。講師は愛知ではインストラクター講習に参加していないの 

で岐阜若しくは三重に要請成する 

・特認・推奨合同研修会１０月２０日開催 

IC 車検証・特認取得のメリット、特認制度の未来について、インボイス

制度について 

次回委員会は９月１４日開催 

 

事業委員会 

・１１月１７日（木）に賛助会員との意見交換会を予定 

場所一宮駅 I ビル １４：００から 

参加者 50 名を目標 

詳細は次回 9 月 13 日開催予定の事業委員会で決定 



: 

 

７．各支部会の現状（各支部長より報告） 

 北支部 ：７月に支部会開催。９月にゴルフコンペを予定 

  中川支部：コロナ禍で予定が立たない 

  昭和支部：支部会が開催できていない 

  尾北支部：支部会懇親会を実施した。組合に対し技術に関する講習会の開 

催を望んでいる 

  一宮支部：予定している支部会が開催できていない。コロナ状況を見て開

催したい 

  刈谷支部：２年間活動がなく、支部活動費も徴収していない。理事会など

の内容を支部に展開する 

  岡崎支部：３月に勉強会を開催した後は活動していない。８月に３年ぶり

に納涼会を実施 

  豊田支部：５月に総会を開き８月に岡崎と合同で懇親会を開催する 

  豊橋支部：６月に総会を実施。１２月にゴルフコンペ実施 

 

８．その他 

北支部加藤理事の㈱加藤鈑金整備のエーミング新工場のお知らせについて 

令和 ４年 ８月 ２日に関係者を招いてお披露目会を開催する。 

 

※以上で予定していた議事すべてが終了したので、午後３時３０分に閉会した。 


